
早いもので一年の半分もすでに過ぎ去り、今年もまた暑い夏を迎えようと

しています。皆さん、体調や食欲にお変わりはありませんか？

毎年のことながら、今の時期は水分をこまめに補給することが大切です。暑さで食欲

不振を訴えられる方も多く、いつも以上に水分不足が起こります。

歳を重ねると共に喉の渇きも感じにくく、また、トイレの回数を気にして水分を制限さ

れることも多々見受けられ、脱水症には特に注意する必要があります。

からだの中の水分は、排尿や汗だけではなく、息からも排出しています。食事の中から水

分も摂れますが、やはり定期的にこまめに水分を摂って頂き、脱水症から起こる様々な病気

を予防していきましょう。

ケアマネ  だより
精華町社協

現在、社協居宅介護支援事業所では、７人のケアマネジャーが活動しています。

それぞれが、自己紹介いたします。担当以外のケアマネについてもお見知り置きを！

精華町社協 ケアマネジャー紹介！

チーム最年長の越智

です。若い人達と一緒

に頑張っています。

田辺です。

顔のみえる関

わりを大切に

頑張ります。

一期一会を

モットーに

頑張ってます。

四方です。

酒井朋子です

声の大きさは

社協で１番?!

草川です。  
日が浅いですが、
元気ハツラツ
応対します。

谷川です。満足し

ていただけるサ

ービスの提供を

目指します。
元気でハキハキ！

笑顔で頑張ります。

岩田です。

２０１２．７発行
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賢
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92
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（
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支
援
２
）
の
奥
さ
ん
が
、
多
忙
な

家
事
や
介
護
生
活
の
中
で
ふ
っ
と
感
じ
る
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の
声
を
、
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の
心
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そ
ん
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伝
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た
く
て
、
ち
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っ
と
ご
紹
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て
頂
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ま
す
。
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平成２４年４月からの介護保険法改正に伴い、一部、介護サービス提供

時間の変更や利用料金に変化があった方も多いのではないでしょうか？

随時、変更部分や利用料金の説明を、訪問時にお伝えしてまいりました

が、今回は介護職員処遇改善加算について、もう少しお話させて頂きます。

これからの高齢社会を支えていくべき介護職員の離職率の高さや人材確

保は難しく、他の仕事に比べて賃金が低い状況を改善しようと、平成２４年３月末までは、

国から介護職員処遇改善交付金として、対象となる事業所に一部支給されていました。４月

からは、引き続き賃金改善の効果を維持し、介護サービスに従事している職員の賃金改善に

充てる事を目的として介護職員処遇改善加算として位置づけられました。

対象事業所（処遇改善加算Ⅰの場合）

訪問介護（ヘルパー）

４％

訪問入浴

１．８％

特養（ショートステイ）

２．５％

老健（ショートステイ）

１．５％

通所リハビリ（デイケア）

１．７％

通所介護（デイサービス）

１．９％

認知症対応型デイサービス

２．９％

それぞれ事業所毎に利用した合計金額に、上記の％をかけた分が、処遇改善加算として支

払い金額に上乗せされています。但し、処遇改善加算にはⅡとⅢがあり、Ⅱの場合は上記パ

ーセントの９割を、Ⅲの場合は８割をかけた金額となります。また、介護度に応じた支給限

度額の対象からは、除外されています。


